
Kami １０

香美市産材で木材住宅を建ててみませんか

【問い合わせ先】農林課林政班　☎５２－９２８３

『かみんぐWOOD』は、

①香美市内に居住用の住宅を新築（また

は増改築）すること

②建築には香美市産材を使用すること

③高知県の補助金『こうち木の住まいづ

くり助成事業』（最高額80万円）

を主な要件とした補助事業です。

　市内のストックヤードで原木を購入し、

市内の製材所で加工、市内の工務店や大

工さんに依頼して市内に居宅を建てる場

合は、最高２００万円の支援を受けるこ

とができます。製材所や工務店が市外の

事業者でも利用は可能です。

　一度ご相談ください。

【対象】

　市内に市産材を利用して建築する新築

住宅または増改築（増改築に係る部分の

床面積の合計が１０平方メートルを超え

るもの）

【申請期限】

毎年３月１０日

(予算上限に達したら終了します)

香美市産材で木材住宅を建ててみませんか

【問い合わせ先】農林課林政班 ☎５２－９２８３

き

障
害
者
福
祉
医
療
費
の

助
成
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
重
度
心
身
障

害
児(

者)

の
方
の
、
保
健
の
向

上
と
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

【
対
象
者
】

◆
重
度
心
身
障
害
児(

者)

の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
ま

　

た
は
２
級
を
お
持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
の
A1
ま
た
は
A2
を

　

お
持
ち
の
方

・
18
歳
未
満
の
児
童
で
、
身
体

　

障
害
者
手
帳
の
３
級
ま
た
は

　

４
級
を
持
ち
、
療
育
手
帳
の

B1
を
お
持
ち
の
方

◆
所
得
制
限
等

65
歳
以
上
で
、
平
成
15
年
10

月
１
日
以
降
、
新
た
に
手
帳
の

交
付
を
受
け
た
方
は
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
の
み
が
対
象
。

※

65
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
65
歳
以

上
で
平
成
15
年
９
月
30
日
以
前
に
対

象
と
な
る
級
の
手
帳
の
交
付
を
受
け

た
方
は
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
請
方
法
】
次
の
①
～
③
を

持
参
し
、
窓
口
で
申
請
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

育
手
帳

②
健
康
保
険
証

③
認
印

【
１
年
ご
と
更
新
対
象
の
方
】

　

６
月
末
で
有
効
期
限
が
切
れ

ま
す
。
引
き
続
き
助
成
を
希
望

す
る
方
は
、
所
得
判
定
に
よ
る

資
格
の
更
新
を
行
い
ま
す
の
で
、

６
月
中
に
①
～
③
を
持
参
し
、

更
新
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班

☎
53

・

３
１
１
５

香
北
支
所
☎
59
・
２
３
１
１

物
部
支
所
☎
58
・
３
１
１
１

土
佐
山
田
町
区
域
一
斉
清
掃

　

土
佐
山
田
町
内
の
道
路
・
河

川
・
水
路
・
公
園
等
で
一
斉
清

掃
を
行
い
ま
す
。

　

ご
み
は
、
で
き
る
だ
け
地
元

の
協
力
い
た
だ
け
る
車
で
運
搬

し
て
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
６
月
６
日
（
日
）

８
時
30
分
～
12
時
30
分

※

小
雨
決
行
（
雨
天
中
止
。
中
止
決

定
は
当
日
７
時
に
行
い
ま
す
）

【
持
込
場
所
】
市
立
一
般
廃
棄

物
処
理
場
（
鏡
野
中
学
校
北
）

【
持
込
禁
止
】
①
～
③
の
ご
み

は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

①
家
庭
か
ら
の
ご
み

②
農
業
用
の
ビ
ニ
ー
ル
類

③
産
業
廃
棄
物

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53

・

１
０
６
３

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

全
国
の
法
務
局
で
は
、
全
国

統
一
の
電
話
番
号
に
よ
り
人
権

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※

相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

※

法
務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す

【
時
間
】

平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

【
取
扱
内
容
】

差
別
待
遇
、
コ
ロ
ナ
問
題
、
暴

行
・
虐
待
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

い
じ
め
・
体
罰
、
名
誉
毀
損
・

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
人
権
問

題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

【
問
い
合
わ
せ
先
】

☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
１
１
０

※

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

登
山
計
画
の
作
成
と
提
出
は

安
全
登
山
の
第
一
歩

　

昨
年
、
高
知
県
内
で
は
７
件

の
遭
難
事
故
が
発
生
し
、
２
人

が
亡
く
な
り
、
２
人
が
負
傷
、

３
人
が
無
事
救
助
さ
れ
て
い
ま

す
。
山
岳
遭
難
防
止
の
た
め
に
、

次
の
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
天
気
の
推
移
を
見
極
め
た
登

山
計
画

◆
体
力
と
経
験
に
応
じ
た
登
山

◆
登
山
計
画
書
や
登
山
届
の
提
出

◆
携
帯
電
話
な
ど
連
絡
手
段
の

確
保

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
警
察
署
地
域
課

☎
０
８
８
・
８
６
３
・
０
１
１
０

１１ Kami

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

定
期
予
防
接
種

　

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
の
定
期
接
種
は
、
こ
れ
ま
で

に
成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
こ
と
の
な
い
65
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
、
接
種
費

用
の
一
部
を
公
費
で
負
担
す
る

制
度
で
す
。

　

対
象
は
、
そ
の
年
度
に
65
歳
、

70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、

90
歳
、
95
歳
、
100
歳
に
達
す
る

方
で
す
。※

対
象
者
に
は
、
す
で

に
個
別
に
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
に
該
当
す
る
方
で
、

今
ま
で
に
こ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を

受
け
て
い
な
い
方
は
、
定
期
接
種

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心

　

臓
、
腎
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の

　

機
能
障
害
お
よ
び
ヒ
ト
免
疫

　

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

　

機
能
障
害
に
よ
り
、
日
常
生

　

活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
障

　

害
の
あ
る
方

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
親
子
す
こ
や

か
班　

☎
52・

９
２
８
１

健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
の

取
り
組
み
を
応
援
し
ま
す
！

　

令
和
３
年
度
健
康
づ
く
り
の

た
め
の
地
域
活
動
事
業
で
は
、

自
主
的
に
健
康
づ
く
り
や
介
護

予
防
の
た
め
の
活
動
を
す
る
団

体
に
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
団
体
】
次
の
全
て
を
満

た
す
団
体

①
40
歳
以
上
の
者
が
５
人
以
上

で
、
香
美
市
民
で
組
織
す
る
団
体

②
ス
ポ
ー
ツ
を
主
た
る
目
的
と

し
た
団
体
で
な
い
こ
と

③
地
域
住
民
が
活
動
に
参
加
で

き
る
よ
う
周
知
し
、
新
た
に
参

加
希
望
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と

④
事
業
に
対
し
他
の
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
団
体

【
活
動
内
容
】

A
＝
健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防

に
つ
な
が
る
活
動
（
１
団
体
、

上
限
２
万
５
千
円
）

※

月
２
回
程
度
、
か
つ
年
間
20
回
以

上
の
活
動
を
行
う
こ
と

B
＝
健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防

に
つ
な
が
る
講
演
会
等
の
開
催

（
１
団
体
、
上
限
１
万
円
）

【
申
請
締
切
】
10
月
29
日(

金
）

※

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
健
康
づ
く
り

班

☎
52・

９
２
８
２

補
助
・
助
成

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

18
歳
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
や
、
両
親
の
い

な
い
子
ど
も
と
そ
の
養
育
者
の

医
療
費
の
う
ち
、
保
険
診
療
の

自
己
負
担
分
を
申
請
が
あ
っ
た

月
の
翌
月
か
ら
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
】

所
得
税
が
非
課
税
の
世
帯
（
平

成
22
年
度
税
制
改
正
の
扶
養
控

除
等
廃
止
前
の
計
算
に
よ
る
旧

税
額
で
判
定
）　

【
申
請
方
法
】
次
の
も
の
を
持

参
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
子
ど
も
と
ひ
と
り
親
（
養
育

　

者
）
の
健
康
保
険
証

②
認
印

③
所
得
・
課
税
証
明
（
住
民
票

　

が
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在

香
美
市
に
な
い
場
合
）

【
受
給
中
の
方
】

　

受
給
者
資
格
は
毎
年
６
月
末

で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
引

き
続
き
助
成
を
希
望
す
る
方
は

更
新
が
必
要
で
す
の
で
、
６
月

中
に
①
～
③
を
持
参
し
、
更
新

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班

☎
53

・

３
１
１
５

香
北
支
所
☎
59
・
２
３
１
１

物
部
支
所
☎
58
・
３
１
１
１

　香美市結婚新生活支援事業として、結婚

に伴う新生活の経済的支援のため、補助金

を交付します。※予算額に達した時点で終了

【補助対象】

次の全てを満たす方

①令和３年１月１日から令和４年３月３１

日までの間に婚姻届が受理された夫婦

②夫婦ともに婚姻日の年齢が３９歳以下

③令和元年、または令和２年の世帯所得が

４００万円未満（奨学金を返済している

　場合は控除可。申請時に無職の場合その

　方は所得なしとみなす）

④対象となる住居は夫婦いずれかの住所と

　して住民票に香美市内の住所が記載され

　ていること

⑤夫婦ともに市税等の滞納がないこと

⑥夫婦ともに暴力団員でないこと

※その他、要件があります。お問い合わせください。

【対象経費】

　新居の購入費・家賃（他の公的制度によ

　る家賃補助等を受けている場合、その部

　分は対象外）・敷金・礼金・共益費・仲

　介手数料・引越し費用

【補助限度額】

　１世帯あたり３０万円

　新婚世帯と親世帯が同居または近居(直

線距離で５㌔以内もしくは同一小学校区内)

の条件を満たす場合、補助限度額は４５万

円となります

【申請先】

　定住推進課　☎５３－１０６１

新婚さんの

新生活を支えます

催
し
・
相
談


